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再犯防止に関する取組について 

 

１．本県の再犯防止の現状 

 

 

【法務省秘書課提供データ】 

滋賀県の状況として、令和６年における刑法犯検挙総数（2,397人）に占める再犯者数

（1,071人）の割合は 44.7％である。（全国：46.2%） 

  再犯者数は、令和３年より増加傾向にあり、刑法犯検挙総数の約半数が再犯者である。 

 

 

 

【法務省大阪矯正管区提供データ】 

 

罪種別では、窃盗犯が５割以上であり、再犯者の割合は、初犯者に比べて高い。 

 

 

 

初犯者 再犯者 初犯者 再犯者 初犯者 再犯者 初犯者 再犯者 初犯者 再犯者

刑法犯総数 752 750 822 744 888 777 1,048 843 1,155 930

うち）凶悪犯 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1%

うち）粗暴犯 22% 19% 20% 18% 21% 19% 27% 23% 31% 25%

うち）窃盗犯 54% 58% 55% 62% 49% 59% 44% 55% 45% 52%

うち）知能犯 7% 7% 8% 6% 13% 8% 14% 9% 6% 7%

うち）風俗犯 3% 3% 3% 2% 4% 2% 4% 2% 4% 4%

R1 R2 R3 R4 R5罪種別　検挙人員
（少年を除く）

資料３ 
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２． 本県の再犯防止の取組状況 

（１）第二次滋賀県再犯防止推進計画の策定 （Ｒ６．３） 

 ①計画の趣旨 

罪を犯し、生きづらさのある人が犯罪を選択肢とすることなく地域で暮らしていくことが

できる社会環境をつくるとともに、ひいては被害者を生み出さない社会となることを目指し

て策定 

 ②計画の期間 

   令和６年度から令和 10年度（５年間） 

③基本施策 

 

 

（２）国・市町・民間団体等との連携強化 

①市町の再犯防止推進計画の策定促進 

  ・R６年度中に全市町策定済 

②関係機関のネットワーク構築・強化 

  ・市町担当者会議（R7.7.16）、再犯防止推進会議（R7.2.19予定）の開催 

③事業所等相談アドバイス事業（H30～県社会福祉士会へ委託） 

・支援者からの相談に対応 

 

 

 

 

（３）保健医療・福祉的支援の充実 

① 滋賀県地域生活定着支援センター事業（H21～社会福祉法人グローへ委託） 

・高齢または障害のある刑務所出所者等への円滑な地域生活に向けた支援 

　 R5年度 R6年度 R7年11月末時点

電話相談 8件 16件 11件

訪問回数 4件 28件 30件

アドバイザー派遣 12件 5件 7件
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 １ 出口支援（コーディネート、フォローアップ） 

・・・矯正施設入所中から、釈放後の帰住先調整や福祉サービスの受給に向けた支援 

 ２ 入口支援（被疑者等支援） 

   ・・・刑事手続の取り調べの段階から福祉サービスの受給に向けた支援 

 ３ 個別プログラム支援（R6～） 

・・・性犯罪者等の性課題を抱える人に対する支援 

 

（４）民間協力者の活動の推進、広報・啓発 

①地域で支える再犯防止推進事業（H30～県更生保護事業協会へ委託） 

・更生保護フォローアップ事業（R4～） 

（保護観察期間終了者や、満期釈放者等のうち希望者に対し、保護司による相談支援） 

 

・協力雇用主等相談支援事業（R6～） 

 協力雇用主会の情報交換会（R7.9.5） 

・民間関係者の好取組事例の発信（リーフレット配布、パネル展示） 

 ジンケンダーラジオ放送（R７.7.８）、じんけんミニフェスタ（R７.9.６、R7.１１.22）、じんけ

んわくわく冬まつり（R７.12.７）での啓発 

・レイカディア大学で保護司活動を PR（R７.６．２０） 

② 社会を明るくする運動 内閣総理大臣メッセージ伝達式（R７.７.１） 

③ 再犯防止民間協力者感謝状贈呈（R3～） 

R７年度：保護司５名、更生保護女性会員５名、協力雇用主１団体 

  

 

 

 

 

　 R5年度 R6年度 R7年11月末時点

コーディネート件数 15件 19件 9件

フォローアップ件数 21件 26件 18件

被疑者等支援件数 3件 6件 6件

地域定着相談件数 40件 45件 22件

個別プログラム支援 -
５回実施
（４人）

12回実施
（4人）

　 R5年度 R6年度 R7年11月末時点

相談件数 ８５件 ８０件 １６件

支援人数 17人 １７人 ９人

（子ども向けパネルの作成・展示） （第 75回社会を明るくする運動） 
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（５）地域支援ネットワークの構築に向けて 

・県更生保護事業協会が進めている「滋賀 KANAMEプロジェクト」を含む、地域支援ネッ

トワークの構築を県としても支援することにより、保護司の方が一人で抱え込むことなく、地

域全体で罪を犯した人を見守り、支えることができる地域づくりを進めたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第７５回社会を明るくする運動 彦根市大会（R7.8.30） 

知事講演を実施し、更生保護関係団体や、一般県民の方々に県の再犯防止の取組や、思い

を理解・共感していただき、支援の輪を広げる機会とした。 

講演タイトル：「ともにいきる ともにつくる 地域社会～滋賀県の再犯防止の取組～」 

 

 

 

（第７５回社会を明るくする運動 彦根市大会 知事講演） 

（滋賀 KANAMEプロジェクト） 


